
　　農業集落排水処理施設使用料の計算方法
  農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 使 用 料 金 表（２か月分） 消費税込

農業集落排水処理施設に接続すると使用料がかかります。
農業集落排水処理施設の使用料は、流した汚水の量に応じて計算し 汚水量（㎥） 金額（円） 汚水量（㎥） 金額（円） 汚水量（㎥） 金額（円） 汚水量（㎥） 金額（円）
ます。 37 6,902 75 9,258 113 11,614

         区 別 38 6,964 76 9,320 114 11,676
○流した汚水の量 使用状況 1 4,670 39 7,026 77 9,382 115 11,738
　の算定方法 2 4,732 40 7,088 78 9,444 116 11,800

3 4,794 41 7,150 79 9,506 117 11,862
4 4,856 42 7,212 80 9,568 118 11,924
5 4,918 43 7,274 81 9,630 119 11,986
6 4,980 44 7,336 82 9,692 120 12,048
7 5,042 45 7,398 83 9,754 121 12,110
8 5,104 46 7,460 84 9,816 122 12,172

※井戸水を使用するとき、または井戸水を使用している使用人員、 9 5,166 47 7,522 85 9,878 123 12,234
　使用水の種類を変更しようとするするときは届出が必要です。 10 5,228 48 7,584 86 9,940 124 12,296

11 5,290 49 7,646 87 10,002 125 12,358
○使用料の計算方法 12 5,352 50 7,708 88 10,064 126 12,420
　使用料は、基本料金と使用料金の合計額です。 13 5,414 51 7,770 89 10,126 127 12,482
　消費税は含まれています。（内税方式） 14 5,476 52 7,832 90 10,188 128 12,544

（1か月につき） 15 5,538 53 7,894 91 10,250 129 12,606
16 5,600 54 7,956 92 10,312 130 12,668

排除汚水量 料　　金 17 5,662 55 8,018 93 10,374 131 12,730
18 5,724 56 8,080 94 10,436 132 12,792
19 5,786 57 8,142 95 10,498 133 12,854
20 5,848 58 8,204 96 10,560 134 12,916
21 5,910 59 8,266 97 10,622 135 12,978
22 5,972 60 8,328 98 10,684 136 13,040
23 6,034 61 8,390 99 10,746 137 13,102
24 6,096 62 8,452 100 10,808 138 13,164
25 6,158 63 8,514 101 10,870 139 13,226
26 6,220 64 8,576 102 10,932 140 13,288
27 6,282 65 8,638 103 10,994 141 13,350
28 6,344 66 8,700 104 11,056 142 13,412

○計算例 29 6,406 67 8,762 105 11,118 143 13,474
　水道水のみを使用し、２か月分の流した汚水の量が５１㎥の場合 30 6,468 68 8,824 106 11,180 144 13,536

31 6,530 69 8,886 107 11,242 145 13,598
　　基本料金　 2,304円×2か月＝ 4,608円 32 6,592 70 8,948 108 11,304 146 13,660
　　使用料金　 　　62円×51㎥＝ 3,162円 33 6,654 71 9,010 109 11,366 147 13,722
　　請 求 額 7,770円 34 6,716 72 9,072 110 11,428 148 13,784

35 6,778 73 9,134 111 11,490 149 13,846
○使用料の支払方法 36 6,840 74 9,196 112 11,552 150 13,908
　使用料は、原則として２か月ごとに、水道料金と一緒にお支払いいた
だきます。 ※浄化槽を使用する場合には、ブロアーの電気料や保守点検、汚泥

　処分などの浄化槽の維持管理料がかかります。農業集落排水処理
　施設の使用料は、浄化槽の維持管理料の代わりに必要になるものです。

水道水・井戸
水の併用

水道使用量プラス
１人１か月4.5㎥

2,304円 １㎥につき 62円

使　　用　　料　　金
基本料金

  汚　　　　  水

水道水のみ 水 道 使 用 量

井戸水のみ １人１か月8.5㎥

令和5年5月1日

基本料金 4,608

農業集落排水処理施設使用料は、複数の水道メーターを設置
している場合、それぞれの水道メーターの水道使用量に基づいて
基本料金と使用料金を算定します。
例えば、１棟の二世帯住宅が２個の水道メーターを設置してい

る場合、水道メーターごとに基本料金と使用料金がかかります。
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